
　明けましておめでとうございます。
　皆様におかれましては、健やかに新春をお迎えのことと、心からお喜び申し上げます。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症が５類感染症へ移行し、行政がさまざまな要請や関与を
していく仕組みから、個人の選択を尊重し、自主的な取り組みを基本とした対応に変わりまし
た。それに伴い、中止を余儀なくされていた多くの活動を再開し、コロナ禍以前の活気を取り
戻すことができました。朝霞の夏の風物詩である市民まつり「彩夏祭」は、４年ぶりの通常開
催となり、市内外から約73万人の方にお越しいただきました。打ち上げ花火は中止となりま
したが、11月に改めて開催し、秋の夜空を彩る打ち上げ花火を多くの方にご覧いただくこと
ができました。また、子育てしやすいまちをさらに推進し、朝霞で安心して子育てをしてい
ただきたいとの思いから、新たに「あさか多子世帯応援プロジェクト」として多子世帯へのサ
ポートを強化しました。具体的には第３子以降の子どもを出産した家庭に対する多子世帯応援
給付金（30万円）の支給、保育園等に入所する第３子以降の保育料無償化、小・中学校にお子
様が３人以上在籍している場合の３人目以降の学校給食費無償化を実現してまいりました。そ
して、物価やエネルギー価格の高騰に伴う厳しい状況が続いたことから、市民生活に加え経済
活動への支援として、令和５年11月分から令和６年２月分までの水道基本料金を半額にする
こととしました。物価高騰は学校給食にも影響が及んだため、給食費の改定分を市が負担す
るとともに、令和５年10月から令和６年３月までの６か月間を半額にすることとしています。
その他にも、国が新たな経済対策として実施する住民税非課税世帯への７万円の追加支給につ
いても、早期の実施を目指し、昨年中に給付を開始したところです。これもひとえに市議会を
はじめ、多くの皆様のご理解とご協力の賜物であると、心から感謝を申し上げます。
　さて、本年に予定している主な事業について申し上げますと、市のまちづくりに関する最上
位計画となる第６次総合計画について、市民ワークショップや分野別市民懇談会を開催するな
ど、皆様のご意見を伺いながら令和８年度からの開始に向けて策定を進め
てまいります。そして、新たな憩いの場として計画している「（仮称）宮戸
二丁目公園」、根岸台５丁目の「まぼりひがし公園」については、近隣の皆
様からいただいたご意見を基に、令和７年度の開園に向け整備を進めてま
いります。また、今後も続くとみられる物価高騰による市民生活への影響
に関しましては、情勢の変化を注視し引き続き対応してまいります。
　結びに本年が皆様にとりまして、幸多き年となりますよう祈念いたし
まして、新年のあいさつとさせていただきます。

朝霞市長 富岡　勝則

新年のあいさつ

暮らしつづけたいまち
朝霞を目指して
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朝霞市キャラクター
ぽぽたん

　ぽぽたんがいろいろなことに挑戦する「ぽぽちゃれんじ」。本町保育園
の園児のみんなに手伝ってもらい、今回は「凧あげ」に挑戦！ふわふわ、
高～くあがるかな？チャレンジの様子は８ページをご覧ください。

電力・ガス・食料品等
価格高騰重点支援給付金（追加分）のご案内

・ ／朝霞市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金コールセンター（追加分）・
受付窓口（市役所１階101会議室）　☎423-3405（午前９時～午後５時）

　令和５年11月に、国が住民税非課税世帯に対して給付金の支給を決定したことに伴い、朝霞市でも対象世帯へ
給付金を支給するものです。

※住民税が課税されている者に扶養されている世帯および未申告の世帯は対象外です。
※対象世帯の方へは、支給についてのお知らせを住民登録地に送付します。

支給額／７万円（１世帯ごと）
対象世帯／ 令和５年12月１日時点で朝霞市に住民登録があり、世帯員全員が

令和５年度「住民税非課税」の方で構成される世帯

（１） 令和５年７月以降の「住民税非課税世帯」への３万円の給付金で、市に振込口座の登録がある対象世帯には、
令和５年12月７日付けで、支給通知書を送付していますので、ご確認ください。

（２） 令和５年６月２日～11月30日の間に転入した世帯（一部の方が転入した場合も含む）などで、対象となる世
帯の方に対しては、１月中にお知らせをお送りします。
 振込口座など、必要事項を記入し、返送用封筒で返信してください。

 受付締切／２月29日㈭【当日消印有効】

対　象　者 お知らせ通知時期 支給時期 支給方法
（１）の対象世帯 12月７日 12月27日

口座振込（２） 令和５年６月２日～11月30日に
転入した世帯など １月中 書類審査終了後

20日前後

　「コールセンター職員である」などとかたり、手数料の支払いを求めたり、口座番号を聞き出す等の事案が発生
するおそれがあります。給付金の支給に際して「ATM（現金自動預け払い機）」の操作を指示することや、自宅への
訪問等は行いません。不審な電話や訪問があった場合は、最寄りの交番や警察署にご連絡ください。

給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

通知の送付、支給時期、支給方法に関するお知らせ
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